
報告第２０号 

 

地方税の取扱いの具体的調整について 
 
 
 

地方税の取扱いの具体的調整について、別紙のとおり報告する。 
 
 

 
平成１６年１２月２１日提出 

 
 

鷹巣阿仁地域合併協議会 
会長 岸部  陞 

 
 
 
 
 



鷹巣阿仁地域合併協議会の調整の具体的内容 

協 議 事 項 地方税の取扱い 関係項目 
町たばこ税・入湯税・鉱産税・特別土地

保有税 

調 整 の 内 容 入湯税の免除については、合併時に再編する。 

 

説 明 資 料 

 鷹 巣 阿 仁 地 域 ４ 町 の 現 況  
区 分 

鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町 
調整の具体的内容 

税  率 入湯客１人１日１５０円 同左 同左 同左 

翌月１５日 同左 同左 同左 

入湯税 
申告期限 

免  除 

①１２歳未満の者 

②共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する

者 

③学校の行事として行われる修学旅行又

は体育大会等に参加中の児童、生徒及

びこれらの引率者又は監督者 

①同左 

②同左 

①同左 

②同左 

①同左 

②同左 

 

入湯税の免除 

 

①１２歳未満の者。 

②共同浴場又は一般公衆浴場

に入湯する者で、その利用料

金が600円未満である施設に

おいて入湯する者。ただし、

宿泊を伴う場合を除く。 

③市長が特に必要と認めた者。 

 



報告第２１号 
 
 

事務組織及び機構の取扱いの具体的調整について 
 
 
 

事務組織及び機構の取扱いの具体的調整について、別紙のとおり報告する。 
 
 

 
平成１６年１２月２１日提出 

 
 
 

                            鷹巣阿仁地域合併協議会 
                              会長 岸部  陞
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鷹巣 合川 森吉 阿仁

･合川町簡易水道施設鎌沢地区

･合川町簡易水道施設雪田地区

･阿仁町下水道施設

･合川町簡易水道施設小阿仁川西部地区

･合川町簡易水道施設三木田摩当地区

･米内沢第１ポンプ場外１２ヵ所

･合川町簡易水道施設増沢地区

･鷹巣町生活支援ハウス
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･森吉町老人憩いの家寿荘
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･ウェルフェアテクノハウス ･鷹巣町障害児通園施設 ･フードセンターたかのす

･居宅生活支援の家

･合川町福祉住宅（松ヶ丘）

･特別養護老人ホーム森泉荘 ･森吉町老人福祉センター

･合川町老人憩いの家寿荘

･阿仁町高齢者相互援助ホーム

･グループホーム北欧の里

･雪田多目的集会施設

･前田基幹集落センター ･森吉町多目的集会所 ･森吉町畜産施設

･三木田多目的集会施設 ･羽根山活性化施設

･鎌沢農村公園 ･東根田農村公園

･摩当農村公園

･緑地等管理中央センター太平湖グリーンハウス

阿仁分署

6 6

･下杉地区農業集落排水施設
･鎌沢地区農業集落排水施設･三木田地区農業集落排水施設

･阿仁町郷土文化保存伝承館

･浦田地区農業集落排水施設･米内沢浄化センター

上小阿仁分署

森吉分署

･鷹巣町浄水場 ･合川町簡易水道施設羽根山地区

･合川町簡易水道施設中央地区

･合川町簡易水道施設新田目福田地区･合川町簡易水道施設東地区

･阿仁町水道施設

商工観光課1
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市民生活課4

本庁
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本庁
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･合川町簡易水道施設木戸石八幡岱地区
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総務課 4

警防課

予防課

産業建設課3
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収入役

道路河川課1

鷹巣支所1

下水道課1
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総合福祉課
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農林課1

福祉事務所1

保健センター1
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産業部1

生活環境課1

保険課1
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高齢者支援課1
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･鷹巣町浄化センター

15

･前田地区農業集落排水施設

建設部1 都市計画課1
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･合川町東地区コミュニティーハウス

･増沢集会施設
･下杉集会施設

･阿仁町立病院(36)

･大町集会所

･合川町国民健康保険診療所(7)

･上岱集会所
･湯口内集会所 ･小渕集会所

･打当集会所

･太田児童館

･鎌沢児童館

･浦田保育園(1)
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･鷹巣中央保育園(8) ･鷹巣東保育園(6)

･鷹巣竜森保育園(2) ･あいかわ保育園(18)

･前田保育園(4)

･鷹巣南小放課後児童クラブ

･クリーン･リサイクルセンター

･阿仁町保健･福祉センター(3)

･阿仁町防災行政無線通信施設･合川町松ヶ丘墓園

･阿仁町営大阿仁地区墓地公園

･阿仁町火葬場
･合川町鳥屋岱墓園

･サポートハウス杉の子園

･合川町児童クラブ東地区

･鷹巣中央小放課後児童クラブ

･竜森地区コミュニティセンター ･サテライトステーションつづれこ

･梅栄児童館

･前田放課後児童クラブ

･桃栄児童館

･合川町児童クラブ南地区

･森吉町基幹型在宅介護支援センター(1)

･サテライトステーションさかえ

･合川町児童クラブ北地区

･新田目児童館

･老人憩いの家

･道城児童館

･羽立児童館

･ケアタウンたかのす ･訪問看護ステーション

･支郷児童館

･補助器具センターたかのす

･阿仁合保育所(6)

･本城コミュニティセンター

･五味堀コミュニティセンター ･新屋布コミュニティセンター

･根森田コミュニティセンター

･米内沢保育園(7)

･鳥坂集会所

･火葬場 ･大型粗大ごみ最終処分場

･森吉町国民健康保険診療所

･上町児童館
･合川町子育て支援センター

･弥栄児童館 ･松ヶ丘児童館 ･駅前第1児童館

･子育てサポートハウス

･大内沢児童館

･合川町児童クラブ西地区

･木戸石児童館

･浦田児童館

･鷹巣地域福祉センター

･阿仁町母子生活支援施設(1)

･鷹巣児童館

･げんきワールド(1)

･明利又生活改善センター

･上舟木生活改善センター ･緑ヶ丘担い手センター

･ふれあい施設クウィンス森吉 ･休養施設国民宿舎森吉山荘

･阿仁町肉用牛肥育集団施設

･森吉町ノロ川牧場 ･森吉町構造改善センター

･合川町農村勤労福祉センター

･コンベンションホール四季美館

･阿仁町デイサービスセンター

･鎌沢生活改善センター ･西根田生活改善センター

･黒沢生活改善センター

･大野台老人福祉総合エリア（ひまわりの家）

･綴子基幹集落センター

･田子ヶ沢セリ集荷所 ･岩谷林業センター

･葛黒林業センター

･摩当活性化施設

･小ヶ田生活改善センター

･東根田多目的集会施設･三里担い手センター

･杉山田農村公園 ･上杉農村公園 ･八幡岱農村公園 ･関ノ沢農村公園

･合川町農村運動広場 ･合川町森林展示館 ･合川町林間駐車場

･雪田農村公園

･福田農村公園 ･西根田農村公園 ･羽根山農村公園

･増沢農村公園

･森吉町農村広場

･合川町キャンプ場 ･合川町野外ステージ ･杉山田集会施設 ･芹沢集会施設

･大太鼓の館 ･町営湯ノ岱温泉 ･空港ふれあい緑地広場

･阿仁町戸鳥内地区地域特産品生産施設

･阿仁町農林作物集出荷施設 ･阿仁町果樹集出荷貯蔵施設

･阿仁町特用林産加工施設

･阿仁町体験実習館･阿仁町森林レクリエーション阿仁･田沢総合案内所

･羽根山地区農業集落排水施設

･根田地区農業集落排水施設

･阿仁町熊牧場

･公営住宅林岱団地

･公営住宅松ヶ丘団地

･公営住宅鳥屋岱団地

･阿仁町ふるさとセンター ･阿仁町遊遊ガーデン

･合川町除雪センター

･合川町多目的グラウンド

･阿仁町克雪活動拠点施設 ･阿仁町都市公園

･阿仁町営住宅 ･阿仁町引揚住宅 ･阿仁町定住促進住宅

･鎌沢アワ餅加工所

･緑地広場妖精の森

･阿仁町緑地広場

･阿仁町農業者健康管理施設

･木戸石地区農業集落排水施設 ･増沢地区農業集落排水施設

･打当温泉マタギの湯

･上杉地区農業集落排水施設

･公営住宅明田団地

･公営住宅下杉団地

･森吉町除雪センター(1)

･三里地区農業集落排水施設

･阿仁町克雪定住住宅

･森吉町畜養殖施設

･阿仁町森吉山ぶな帯野営場 ･高津森リゾート基地

･ドリームワールド ･公営住宅田の沢団地集会所

･阿仁町緑地休養施設

･特定公共賃貸住宅上杉団地

･公営住宅田の沢団地

･阿仁町花菖蒲園

･合川町勤労福祉研修施設

･合川町野外趣味活動施設

･合川町共同福祉施設

･阿仁町農村環境改善センター

･合川町休養休けい施設 ･関ノ沢公園 ･合川町林産物加工品等展示販売施設

･阿仁町牧場 ･阿仁町林業研修センター

･阿仁町農村公園

･森吉町地域資源総合管理施設アグリハウス

･森吉町有機センター

･阿仁町木材集出荷販売施設

･小沢集会所

･新中集会所

･鷹巣町斎場 ･鷹巣町営埋立地最終処分場

･阿仁町山村開発センター
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･阿仁町移動通信用鉄塔施設

･森吉町保健センター(3)

･七日市基幹集落センター

･阿仁町養護老人ホーム(3)

･米内沢放課後児童クラブ

･阿仁町基幹型在宅介護支援センター

･阿仁町児童館
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･森吉町生活支援ハウス

･合川町高齢者生活支援施設 ･合川町在宅介護支援センター

･前山森林交流センター

･合川町水辺環境公園

･鷹巣町農業総合指導センター

･沢口林業センター

･合川町農業総合指導センター
･森吉町農業総合指導センター ･阿仁町農業総合指導センター

･今泉生活改善センター ･栄生活改善センター

･鷹巣町営牧場

市長部局

「本庁」は、本庁兼務職員

　〔組織図の見方〕

　◇部・課等名称隣の数字1は管理職

　◇課・センター・出張所・局・室・館に
　　ついては、管理職を含んだ職員数
　（水色ぬりつぶし数字）

　◇部・所・局については、管理職1人を追
　　加した職員数
　　森吉・阿仁支所については、出張所職
　　員数を含めた人数
　（ピンク色ぬりつぶし数字）

　◇各出先機関の太枠は、職員を配置して
　　いる施設及び人数
　（茶色ぬりつぶし数字）

　◇黄色ぬりつぶし課名は、鷹巣支所職員
　　が本庁業務を兼務する課・センター等
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･阿仁町比立内地区コミュニティセンター

鷹巣 合川 森吉 阿仁

27 40 43 45

･美栄集会施設

8
･上杉あいターミナル

4

･合川高校

･合川町屋内外ゲートボール場

･鷹巣図書館(1)

･浜辺の歌音楽館

･合川高校通学高校生寮

･森吉中学校給食調理場

･米内沢地区公民館根森田分館 ･阿仁町公民館三枚分館 ･阿仁町公民館吉田分館

･鷹巣中央公民館分館 ･合川町東地区公民館

･福田獅子舞伝承館

･合川町公民館
･米内沢地区公民館支郷分館

･合川町農村環境改善センター(5)

3

･森吉町立図書館

合川町民体育館(1)

監査委員事務局1

選挙管理委員会事務局1

3

5

･合川町町民テニスコート

･阿仁町公民館伏影分館 ･阿仁町公民館根子分館

･阿仁町営テニス場

･大阿仁小学校(1)

･東小学校(2)

･鷹巣中学校(3)

･米内沢小学校(1)

･森吉中学校(1)

5

6
･中央小学校(1)

･鷹巣北幼稚園(2)

･鷹巣町教育センター

･森吉給食センター(1)

･合川北小学校 ･合川中学校

･前田小学校(3)

･阿仁合小学校(1)

･西小学校(2)

･合川南小学校
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･南小学校(1)

議会事務局1 6

4

32

生涯学習課1

スポーツ振興課1

市議会

監査委員

農業委員会

選挙管理委員会

教育委員会

義務教育課1

総務課1

高校教育課

中央公民館1

･鷹巣北部給食センター(1)･合川町山村留学センター(1)

･合川東小学校 ･合川西小学校･鷹巣竜森小学校

･合川中学校学校調理場(1)

･阿仁町立学校給食共同調理場(2)

･鷹巣小学校(2) ･綴子小学校(1)

･南中学校(2)

教育長 教育委員会事務局1

市長部局以外

･鷹巣西幼稚園(3)

･阿仁中学校(1)

出先機関職員数(人）

118

･合川西小学校給食調理場 ･合川南小学校給食調理場

･阿仁町営スキー場

市長部局

うち支所
（出張所含）

職員数(人）

317

合計 366 166

9749

532

48

合計(人）

435

･阿仁町ふるさと文化センター

･阿仁町町民運動場

農業委員会事務局1

国体準備室1

4

森吉町総合スポーツセンター(1)

･たかのす風土館(2)

･阿仁異人館

･五味堀町立球場
･ひまわりテニスコート

･阿仁町立町民体育館

･合川球場

･森吉町民体育館前田体育館

計10

･米内沢地区公民館本城分館 ･米内沢地区公民館浦田分館

･鷹巣武道館

･阿仁町公民館荒瀬分館

･合川町町民プール

･森吉球場

･鷹巣中央公園野球場 ･鷹巣町営スキー場

･合川東小学校給食調理場

･森吉町コミュニティセンター･森吉町公民館(3)

･阿仁町公民館(2)

･みちのく子供風土記館

･合川北小学校給食調理場 ･浦田小学校

･阿仁町中村地区コミュニティセンター

･阿仁町公民館大阿仁分館 ･阿仁町公民館奥阿仁分館

計11

･合川町ひまわり陶芸ハウス

･鷹巣南給食センター ･鷹巣中部給食センター

･合川町学童研修センター

職員数について

市長部局以外
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北秋田市

本庁及び支所　所掌事務（案）
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総合政策課 Ｐ 1

財政課 Ｐ 2

広報情報課 Ｐ 3

電算システム課 Ｐ 4

総務課 Ｐ 5

職員課 Ｐ 6

管財課 Ｐ 7

税務課 Ｐ 8

収納課 Ｐ 9

市民課 Ｐ 10

保険課 Ｐ 11

医療推進課 Ｐ 12

保健センター Ｐ 13

生活環境課 Ｐ 14

福祉課 Ｐ 15

高齢者支援課 Ｐ 16

農林課 Ｐ 17

商工観光課 Ｐ 18

都市計画課 Ｐ 19

道路河川課 Ｐ 20

下水道課 Ｐ 21

会計課 Ｐ 22

水道課 Ｐ 23

議会事務局 Ｐ 24

総務課 Ｐ 25

義務教育課 Ｐ 26

高校教育課 Ｐ 27

生涯学習課 Ｐ 28

中央公民館 Ｐ 29

スポーツ振興課 Ｐ 30

国体準備室 Ｐ 31

農業委員会事務局 Ｐ 32

選挙管理委員会事務局 Ｐ 33

監査委員事務局 Ｐ 34

市民生活部

産業部

建設部

教育委員会

（福祉事務所）

企画部

総務部

―　目　　　次　―　



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

企画部 課等名 総合政策課 課の職員数 6

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

部等名

所　　掌　　事　　務

市の重要な計画・政策等の立案調整に関すること

行政改革・事務改善に関すること

国際交流に関すること

男女共同参画に関すること

総合交通政策に関すること

企業誘致に関すること

行政評価に関すること

土地対策・地域開発に関すること

地縁団体に関すること

行政協力員に関すること

庁議・調整会議に関すること

国内友好都市との交流に関すること

地方分権に関すること

市町村合併に関すること

集会所等の施設に関すること

ふるさと会に関すること

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

1/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

企画部 課等名 財政課 課の職員数 6

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

補助金負担金及び交付金に関すること

入札及び契約に関すること

物品の発注に関すること

財政報告書の公表に関すること

基金積立及び繰入金に関すること

財政計画・財政統計の調製に関すること

歳入歳出予算の編成・執行に関すること

地方交付税及び地方譲与税に関すること

市債に関すること

部等名

所　　掌　　事　　務

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

2/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

企画部 課等名 広報情報課 課の職員数 5

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

部等名

所　　掌　　事　　務

市広報に関すること

統計調査に関すること

情報公開に関すること

個人情報保護に関すること

市勢要覧等の編集、発行に関すること

広聴活動に関すること

ホームページの作成、管理に関すること

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

3/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

企画部 課等名 電算システム課 課の職員数 4

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

情報通信ネットワークの総合管理に関すること

電算システムの管理及び運営に関すること

電算システムの指導及び調整に関すること

電算システムによる処理に係るデータの保護に関すること

電算システムの開発に関すること

部等名

所　　掌　　事　　務

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

4/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

総務部 課等名 総務課 課の職員数 7

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

部等名

所　　掌　　事　　務

市長の秘書及び市長車に関すること

表彰・褒章等に関すること

市の記念行事等に関すること

条例・規則等の制定・改廃に関すること

市議会の召集及び提出議案に関すること

特別職の職員の事務引継ぎに関すること

文書の収受発送に関すること

固定資産評価審査委員会に関すること

行政手続きに関すること

異議申立、訴訟及び和解に関すること

公告式に関すること

公印の保管に関すること

人権擁護及び行政相談員に関すること

本庁及び支所の連絡調整に関すること

簡易郵便局に関すること

特別職等報酬審議会に関すること

市長の資産公開に関すること

図書、法規類及び官報等の整理保存に関すること

書庫の管理に関すること

事務報告書の作成に関すること

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

5/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

総務部 課等名 職員課 課の職員数 5

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

公平事務及び職員団体に関すること

公務災害に関すること

臨時職員に関すること

職員の安全衛生及び健康管理に関すること

職員の任命、進退身分に関すること

職員の給与等に関すること

職員の福利厚生に関すること

職員共済組合・退職手当組合・職員互助会に関すること

部等名

所　　掌　　事　　務

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

6/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

総務部 課等名 管財課 課の職員数 4

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

部等名

所　　掌　　事　　務

市有財産の登録及び管理に関すること

公共用建物の管理に関すること（他課の管理にかかわるものを除く）

財産の貸借契約に関すること

財産区に関すること

公共用地の買収、貸借、契約及び登記事務に関すること

市有自動車の管理に関すること

備品の管理及び修繕に関すること

寄附採納に関すること

法定外公共物に関すること

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

7/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

総務部 課等名 税務課 課の職員数 8

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

税務諸証明の発行に関すること

固定資産課税台帳に関すること

その他諸税の申告及び減免等に関すること

市民税の賦課に関すること

市民税の申告及び減免等に関すること

軽自動車税の賦課に関すること

固定資産税の賦課に関すること

固定資産税の減免等に関すること

固定資産税の評価及び賦課資料調査に関すること

各種税務統計及び諸報告に関すること

部等名

所　　掌　　事　　務

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

8/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

総務部 課等名 収納課 課の職員数 6

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

徴収簿の消込みに関すること

過誤納金の還付に関すること

市税、国民健康保険税等の収納、滞納処分に関すること

税外諸収入に関すること

納税貯蓄組合に関すること

納税証明書の発行に関すること

部等名

所　　掌　　事　　務

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

9/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

市民生活部 課等名 市民課 課の職員数 5

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

埋火葬許可に関すること

戸籍、住民基本台帳に関すること

印鑑の登録及び証明に関すること

外国人登録に関すること

犯罪者名簿に関すること

部等名

所　　掌　　事　　務

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

10/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

市民生活部 課等名 保険課 課の職員数 6

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

部等名

所　　掌　　事　　務

国民健康保険運営協議会に関すること

老人保健医療に関すること

福祉医療に関すること

介護保険の第2号被保険者に係る資格得喪及び保険料賦課に関すること

国民年金に関すること

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

高額療養費の給付及び貸付に関すること

国民健康保険事業の企画及び運営に関すること

国民健康保険の資格得喪に関すること

国民健康保険の保健対策に関すること

国民健康保険税の賦課に関すること

11/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

市民生活部 課等名 医療推進課 課の職員数 4

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

統合病院に関すること

市立阿仁病院に関すること

市立合川国民健康保険診療所に関すること

医療機関との連絡調整に関すること

○○○病院組合に関すること

部等名

所　　掌　　事　　務

12/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

市民生活部 課等名 保健センター 課の職員数 8

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

市民の健康維持、増進に関すること

精神保健に関すること

献血推進に関すること

老人保健法による保健事業に関すること

結核予防に関すること

保健指導に関すること

定期健診及び成人病予防に関すること

母子保健に関すること

伝染病予防及び予防接種に関すること

部等名

所　　掌　　事　　務

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

13/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

市民生活部 課等名 生活環境課 課の職員数 4

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

部等名

所　　掌　　事　　務

防災対策及び防災会議等に関すること

交通安全対策及び交通指導員に関すること

災害及び遭難対策に関すること

交通災害共済に関すること

公害防止及び生活環境の保全に関すること

リサイクルに関すること

墓地及び斎場に関すること

畜犬登録及び狂犬病予防に関すること

○○○生活環境施設組合に関すること

○○○衛生施設組合に関すること

自動車臨時運行許可に関すること

自衛官募集に関すること

防犯及び防犯指導員に関すること

防災行政無線に関すること

街灯に関すること

衛生思想の普及高揚に関すること

廃棄物の処理及び清掃に関すること

へい獣処理に関すること

環境衛生に関すること

クリーンリサイクルセンターに関すること

国民保護行政に関すること

簡易水道事業に関すること

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

14/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

市民生活部（福祉事務所） 課等名 福祉課 課の職員数 19

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

交通災害遺児に関すること

児童福祉施設の管理運営に関すること

放課後児童健全育成事業に関すること

保育所に関すること

児童館に関すること

児童手当及び児童扶養手当等に関すること

家庭児童相談に関すること

所内の庶務及び他課に属さないもの

児童福祉に関すること

母子、寡婦、父子家庭に関すること

少子化対策に関すること

共同募金に関すること

地域福祉計画及びその他関連する計画の策定に関すること

社会福祉関係団体に関すること

その他社会福祉に関すること

民生委員・児童委員に関すること

旧軍人、軍属の恩給及び遺族援護等に関すること

行旅病人及び行旅死亡人に関すること

赤十字に関すること

生活保護に関すること

身体障害者福祉に関すること

知的障害者福祉に関すること

精神障害者福祉に関すること

部等名

所　　掌　　事　　務

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

15/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

市民生活部（福祉事務所） 課等名 高齢者支援課 課の職員数 11

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

部等名

高齢者福祉施策の企画及び推進に関すること

老人福祉施設等の管理運営に関すること

介護保険に関すること

所　　掌　　事　　務

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

介護予防、生活支援事業に関すること

老人ホームの入所措置に関すること

高齢者の生きがいづくりと社会参加に関すること

敬老事業等に関すること

老人クラブの指導育成に関すること

介護サービス事業に関すること

その他高齢福祉に関すること

16/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

産業部 課等名 農林課 課の職員数 8

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

市有林の管理に関すること

林業団体の指導育成に関すること

森林公園に関すること

病害虫の駆除、鳥獣の駆除及び保護に関すること

林道開設及び維持管理に関すること

緑化推進に関すること

造林事業及び保育に関すること

治山、治水及び砂防に関すること（建設部所管のものを除く）

国有林野及び官行県行造林・分収林に関すること

保安林に関すること

林道災害復旧に関すること

地籍調査事業に関すること

林業振興に関すること

米政策に関すること

農業総合指導センターに関すること

有機センターに関すること

農業生産の拡大と経営の近代化の推進に関すること

農村公園に関すること

農村生活施設に関すること

農用地の開発整備に関すること

農業、畜産、水産団体等の育成に関すること

農業後継者育成に関すること

農業金融に関すること

農業生活の改善に関すること

部等名

所　　掌　　事　　務

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

林地開発に関すること

農業振興に関すること

農業振興計画に関すること

土地改良事業に関すること

農地及び農業用施設災害復旧に関すること

畜産振興に関すること

市営牧場の管理運営に関すること

農地の利用調整に関すること

農業委員会に関すること

17/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

産業部 課等名 商工観光課 課の職員数 5

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

労働者の福祉増進に関すること

シルバー人材センターに関すること

観光施設及び団体に関すること

観光イベントに関すること

商工団体の育成に関すること

地場産業の育成に関すること

テクノサテライト計画の推進に関すること

観光開発及び振興に関すること

温泉開発に関すること

自然保護に関すること

特産品の開発及び流通対策に関すること

計量器に関すること

消費生活に関すること

雇用及び出稼ぎ対策に関すること

商工金融に関すること

部等名

所　　掌　　事　　務

商工業の振興及び鉱業に関すること

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

18/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

建設 課等名 都市計画課 課の職員数 3

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

部等名

所　　掌　　事　　務

都市計画事業に関すること

市営住宅事業に関すること

公園及び緑地に関すること

土地区画整理事業に関すること

住居表示に関すること

建築確認申請に関すること

優良住宅及び優良宅地の認定に関すること

都市施設の占用、使用料及び維持管理に関すること

危険住宅移転事業に関すること

開発行為に関すること

宅地分譲に関すること

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

19/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

建設 課等名 道路河川課 課の職員数 3

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

道路、河川愛護思想の普及高揚に関すること

所管車両及び建設機械、資材の管理運用に関すること

ダム対策に関すること

市道との境界確認に関すること

道路、橋梁台帳に関すること

街路樹の管理に関すること

急傾斜地崩壊危険区域の整備に関すること

公共土木災害復旧工事に関すること

除雪に関すること

各種同盟会に関すること

道路、橋梁、河川の新設、改良計画及び維持に関すること

道路、河川占用許可に関すること

市道、河川の認定等に関すること

治山、治水及び砂防に関すること（産業部所管のものを除く）

部等名

所　　掌　　事　　務

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

20/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

建設 課等名 下水道課 課の職員数 9

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

部等名

所　　掌　　事　　務

下水道事業の計画、実施に関すること

下水道施設の維持管理に関すること

農業集落排水事業の計画、実施に関すること

農業集落排水施設の維持管理に関すること

受益者負担金及び使用料に関すること

設備資金の融資あっ旋等に関すること

合併処理浄化槽に関すること

下水道排水設備工事に関すること

下水道排水設備工事事業者指定に関すること

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

21/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

課等名 会計課 課の職員数 5

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

用度物品の検収及び保管及び出納に関すること

収入及び支出命令の審査に関すること

その他出納に附帯する会計事務に関すること

公金の出納に関すること

指定金融機関に関すること

歳入歳出外現金に関すること

決算に関すること

部等名

所　　掌　　事　　務

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

22/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

課等名 水道課 課の職員数 9

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

部等名

所　　掌　　事　　務

上水道事業に関すること

指定給水装置工事事業者の指定に関すること

公印の保管に関すること

職員の任免、懲戒及び服務に関すること

職員の研修及び福利厚生に関すること

職員の給与、その他勤務条件に関すること

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

23/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

議会事務局 課等名 課の職員数 6

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

所管事務調査、研修に関すること

議会の広報、宣伝に関すること

議会図書に関すること

条例、規則、規程の制定、改廃に関すること

議案の審査資料の蒐集及び調査に関すること

議員提出議案及び修正案の発案に関すること

請願、陳情の審査資料の蒐集及び調査に関すること

議決の執行、事務の管理及び出納の状況等の調査に関すること

全員協議会に関すること

公聴会に関すること

会議録の調整に関すること

傍聴に関すること

一般質問に関すること

常任委員会、特別委員会に関すること

議会の選挙に関すること

議案、請願、陳情、意見書及び決議に関すること

議員に関すること

議長会に関すること

職員の人事、服務、給与、研修及び福利厚生に関すること

本会議に関すること

公印の保管に関すること

文書の収受発送及び整理保存に関すること

予算並びに経理に関すること

儀式、秘書に関すること

部等名

所　　掌　　事　　務

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

24/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

教育委員会事務局 課等名 総務課 課の職員数 5

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

部等名

所　　掌　　事　　務

教育委員会の会議に関すること

教育委員会規則等の制定又は改廃に関すること

陳情、請願に関すること

教育委員会所掌職員（県費負担教職員を除く）の任免、給与等人事に関すること

教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること

教育の目的のため、基本財産の管理及び積立に関すること

学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること

教育財産の管理に関すること

校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること

教育に関する調査及び統計に関すること

教育委員会所掌事務に係る広報及び教育行政に関する相談に関すること

公印の保管に関すること

文書の収受発送に関すること

公文書の保管、その他文書に関すること

県教育委員会その他の教育委員会及び事務局各課、係との連絡調整に関すること

前号に掲げるものの外、他課及び他係の所掌に属しない事項に関すること

学校給食に関すること

山村留学に関すること

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

25/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

教育委員会事務局 課等名 義務教育課 課の職員数 6

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

幼稚園の入園及び退園に関すること

学校医及び薬剤師に関すること

スクールバスに関すること

学校教育に関する調査及び年報その他報告に関すること

学校図書館に関すること

心身障害児就学指導委員会に関すること

日本体育、学校健康センターに関すること

学校職員並びに児童生徒及び幼児の保健、衛生、福利厚生に関すること

児童生徒の就学、入学及び転学に関すること

通学区域の指定、変更に関すること

学校教育の指導に関すること

学校職員の任免、その他人事に関すること

教科書その他教材の取扱に関すること

学習効果の評価に関すること

学校職員の研修に関すること

部等名

所　　掌　　事　　務

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

26/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

教育委員会事務局 課等名 高校教育課 課の職員数

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

部等名

所　　掌　　事　　務

学校職員の任免、その他人事に関すること

教科書その他教材の取扱に関すること

教育内容及びその取扱に関すること

職員の研修並びに福利厚生に関すること

学級編成に関すること

調査及び統計に関すること

学校保健に関すること

学校安全に関すること

生徒の就学に関すること

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

27/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

教育委員会事務局 課等名 生涯学習課 課の職員数 8

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

部等名

所　　掌　　事　　務

風土館、図書館、その他社会施設の設置、管理及び廃止に関すること

社会教育委員の会議に関すること

生涯学習に関すること

社会教育団体の指導に関すること

学校施設を利用する生涯学習に関すること

生涯学習資料の作成、刊行、配布に関すること

生涯学習のための必要な設備、器材及び資料の提供に関すること

情報の交換及び調査研究に関すること（情報サービスセンターに関すること）

青少年及び婦人団体等の育成に関すること

青少年健全育成に関すること

文化財に関すること

文化財保護審議会に関すること

家庭教育に関する講座の開設等、これらの奨励に関すること

埋蔵文化財の調査、研究、整備に関すること

芸術文化の振興に関すること

文化に関する展示、講習会等の主催、参加に関すること

文化に関する資料の収集、作成、利用に関すること

文化団体に関すること

その他文化の振興に関すること

市史編さんに関すること

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

28/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

教育委員会事務局 課等名 中央公民館 課の職員数 4

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

地区公民館活動の実践指導に関すること

公民館の維持管理に関すること

公民館運営審議会に関すること

公民館の使用許可及び使用料に関すること

講座、各種学級等の実施に関すること

討論会・講習会・実習会・展示会・講演会の開催に関すること

資料の収集刊行及び統計調査に関すること

社会教育関係団体等の育成に関すること

部等名

所　　掌　　事　　務

29/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

教育委員会事務局 課等名 スポーツ振興課 課の職員数 3

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

各種体育大会及び町民レクリエーション等の行事に関すること

市民プールに関すること

市民のスポーツ振興に関すること

スポーツ施設の管理に関すること

各体育団体の振興育成及び指導助言に関すること

体育指導委員、スポーツ指導員に関すること

部等名

所　　掌　　事　　務

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

30/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

教育委員会事務局 課等名 国体準備室 課の職員数 5

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

部等名

所　　掌　　事　　務

国民体育大会に関すること

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

31/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

課等名 農業委員会事務局 課の職員数 4

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

農業に関する調査及び集約に関すること

農地銀行及び農地の流動化の促進に関すること

農業生産法人に関すること

農業後継者対策に関すること

小作料の標準額並びに農作業標準労賃に関すること

農業振興推進事業（補助事業）に関すること

農業経営構造対策推進に関すること

生前一括贈与に関すること

農業振興計画の樹立及び推進に関すること

各種制度資金に関すること

各種農業関係団体に関すること

農業経営基盤強化促進法に関すること

農業振興地域整備計画に関するもの

農地の利用関係についての争議防止等に関すること

農地基本台帳整備に関すること

行政庁に対する建議及び諮問に対する答申に関すること

農業者年金に関すること

農地の移転及び設定に関すること

農地の転用に関すること

例規等の制定及び改廃に関すること

農業委員選挙人名簿に関すること

全国農業新聞の普及に関すること

文書の収受発送に関すること

庶務一般及び会計経理に関すること

公印並びに文書保管に関すること

総会並びに小委員会に関すること

人事等に関すること

部等名

所　　掌　　事　　務

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務

32/34



第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

課等名 選挙管理委員会事務局 課の職員数 4

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

選挙の啓発及び宣伝に関すること

直接請求に関すること

政治資金規制法に関すること

選挙の調査、統計及び研究に関すること

明るい選挙推進協議会に関すること

選挙管理委員会に関すること

委員会の予算に関すること

公印の管守及び文書の収受、発送、編纂及び物品の保管に関すること

選挙及び国民審査に関すること

部等名

所　　掌　　事　　務

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務
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第15回鷹巣阿仁地域合併協議会　資料

課等名 監査委員事務局 課の職員数 3

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

部等名

所　　掌　　事　　務

監査委員に関すること

監査、検査及び審査の執行計画に関すること

監査資料の収集及び調査に関すること

財務に関する事務の執行及び事業の管理の監査に関すること

現金出納検査及び決算の審査に関すること

監査結果の報告及び公表に関すること

その他監査事務に関すること

◇網掛け数字は支所でも取扱う業務
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報告第２２号 
 
 

介護保険事業の取扱いの具体的調整について 
 
 
 

介護保険事業の取扱いの具体的調整について、別紙のとおり報告する。 
 
 

 
平成１６年１２月２１日提出 

 
 

鷹巣阿仁地域合併協議会 
会長 岸部  陞 



鷹巣阿仁地域合併協議会の具体的調整内容 

協 議 事 項 介護保険事業の取扱い 関係項目 介護認定審査会 

調 整 の 内 容 

 

５．介護認定審査会については、合併時までに調整を図る。 

 

 

説 明 資 料 

            鷹 巣 阿 仁 地 域 ４ 町 の 現 況         
区  分 

鷹巣町 合川町  森吉町 阿仁町 
調整の具体的内容 

◎介護認定審査会   

 

・審査会構成 

 

 

 

 

 

 

・委員報酬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合議体数：5合議体 

委員定数：25人（医療13、

保健5、福祉7） 

  

 

 

６,５００円/日 

 

  

 

 

 

合議体数：4合議体 

 委員定数：20人（医療8、保健7、 

福祉5）  

 

 

 

１０,０００円/日 

 

 

 

合併時に統一を図る。 

 

 

審査会構成は、６合議体（鷹巣町３、

合川町１、森吉町１、阿仁町1)とし、

委員定数は、１合議体につきそれぞ

れ５人で、合計３０人とする。 

 

 

報酬は、鷹巣町を除く３町の例によ

る。（10,000円／日） 

 

 

合川町、森吉町、阿仁町、上

小阿仁村の４町村で共同運

営審査会を構成。 

 

 1 
 



報告第２３号 
 
 

納税関係の具体的調整について 
 
 
 

納税関係の具体的調整について、別紙のとおり報告する。 
 
 

 
平成１６年１２月２１日提出 

 
 

鷹巣阿仁地域合併協議会 
会長 岸部  陞 



 
 

鷹巣阿仁地域合併協議会の調整の具体的内容 

協 議 事 項 納税関係 関係項目 納税貯蓄組合関係 

調 整 の 内 容 １．納税貯蓄組合に対する補助金については、合併時に再編する。納税奨励金については、合併時に廃止する。 

 

説 明 資 料 

 鷹 巣 阿 仁 地 域 ４ 町 の 現 況  

 鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町 
調整の具体的内容 

１．組合数           67組合 １．組合数          118組合 １．組合数          108組合 １．組合数           74組合

２．組合員数         2,036人 ２．組合員数         5,175人 ２．組合員数         1,897人 ２．組合員数         1,006人

３．補助金 ３．補助金 ３．補助金 ３．補助金 

(1)事務費 (1)事務費 (1)事務費   (1)事務費 

・１世帯あたり  3,000～12,000円

※世帯数による

・１世帯あたり         300円 ・組合員一人につき      200円

※但し2,000円未満は2,000円

・納税通知書1税目あたり  100円

・１納期あたり       50円

 (2)運営費   

 ・１世帯あたり         3,000円   

(2)推進費 (3)推進費    

・１世帯あたり         500円 ・新規加入組合員     500円

１人につき 

  

(3)奨励費    

・納税通知書（各期）       50円    

(4)完納組合長手当       3,000円    

４．納税奨励金 ４．納税奨励金 ４．納税奨励金 ４．納税奨励金 

納税貯蓄組合へ

の補助金等 

な し な し 

・納期内納付 納付額の2.5/100 

・年度内納付 納付額の2.0/100 

・上記以外  納付額の1.5/100 

・納付額の3/100 

納税貯蓄組合に対する

補助金については、 

①事務費  

１世帯あたり 300円 

②運営費 

１世帯あたり3,000円 

③推進費  

新規加入組合員 

1人あたり   500円 

とする。 

 



 
 

鷹巣阿仁地域合併協議会の調整の具体的内容 

協 議 事 項 納税関係 関係項目 申告受付・口座振替 

調 整 の 内 容 ２．口座振替については、合併時までに再編する。 

 

説 明 資 料 

 鷹 巣 阿 仁 地 域 ４ 町 の 現 況  

 鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町 
調整の具体的内容 

口座振替 

 

１．対象税目 

町県民税・固定資産税・軽自動車

税・国民健康保険税 

 

２．口座振替金融機関 

北都銀行・秋田銀行 

秋田県信組・鷹巣町農協各支店 

東北労働金庫 

 

３．引き落とし日 

  町県民税 

6/30･8/31･11/1･1/31 

固定資産税 

4/30･8/2･9/30･12/27 

軽自動車税 

4/30 

国民健康保険税 

8/2･8/31･9/30･11/1･11/30･ 

12/27･1/31･2/28 

な し 

 

１．対象税目 

町県民税・固定資産税・軽自動車

税・国民健康保険税 

 

２．口座振替金融機関 

北都銀行・秋田銀行 

秋田県信組・ＪＡ北央・郵便局 

 

３．引き落とし日 

  町県民税 

6/30･8/31･11/1･1/31 

固定資産税 

5/31･8/31･12/27･2/28 

軽自動車税 

4/30 

国民健康保険税 

4/30･8/2･9/30･11/30･1/31 

な し 

 

口座振替については、新市

の金融機関等と調整を図

り、市内の全ての金融機関

及び郵便局での口座振替

を推進する。 

 



報告第２４号 
 
 

児童福祉事業の具体的調整について 
 
 
 

児童福祉事業の具体的調整について、別紙のとおり報告する。 
 
 

 
平成１６年１２月２１日提出 

 
 

鷹巣阿仁地域合併協議会 
会長 岸部  陞 



鷹巣阿仁地域合併協議会の具体的調整内容 

協 議 事 項 児童福祉事業について 関係項目 保 育 料 

調 整 の 内 容 
２．保育料については、合併時に統一を図る。 

４．すこやか育児手当については、合併時までに調整を図る。 

鷹 巣 阿 仁 地 域 ４ 町 の 現 況 

鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町 
調整の具体的内容 

 

階層区分 保育料(月額) 

生活保護世帯 

3歳未満児 3歳児 4歳以上児 第1階層 

0 0 0 

町民税非課税世帯 

3歳未満児 3歳児 4歳以上児 第2階層 

9,000 6,000 6,000 

町民税課税世帯（均等割） 

3歳未満児 3歳児 4歳以上児 
第3階層 

  の1 
14,250 11,250 11,250 

町民税課税世帯（所得割） 

3歳未満児 3歳児 4歳以上児 
第3階層 

  の2 
19,500 16,500 16,500 

所得税32,000円未満 

3歳未満児 3歳児 4歳以上児 
第4階層 

  の1 
22,120 19,120 19,120 

32,000円以上64,000円未満 

3歳未満児 3歳児 4歳以上児 
第4階層 

  の2 
24,750 21,750 21,750 

64,000円以上112,000円未満 

3歳未満児 3歳児 4歳以上児 
第5階層 

  の1 

30,000 27,000 27,000 

112,000円以上160,000円未満 

3歳未満児 3歳児 4歳以上児 
第5階層 

  の2 

34,620 32,050 28,920 

160,000円以上284,000円未満 

3歳未満児 3歳児 4歳以上児 
第6階層 

  の1 

39,560 37,100 30,840 

284,000円以上408,000円未満 

3歳未満児 3歳児 4歳以上児 
第6階層 

  の2 

44,500 37,100 30,840 

所得税408,000円以上 

3歳未満児 3歳児 4歳以上児 第7階層 

44,500 37,100 30,840 

階層区分 保育料(月額) 

生活保護世帯 

3歳未満児 3歳以上児第1階層

0 0

町民税非課税世帯 

3歳未満児 3歳以上児第2階層

5,000 4,000

町民税課税世帯 

3歳未満児 3歳以上児第3階層

13,500 11,000

所得税64,000円未満 

3歳未満児 3歳以上児第4階層

24,000 20,500

64,000円以上160,000円未満

3歳未満児 3歳以上児第5階層

36,500 29,000

160,000円以上408,000円未満

3歳未満児 3歳以上児第6階層

41,000 32,000

所得税408,000円以上 

3歳未満児 3歳以上児第7階層

45,000 35,000
  

階層区分 保育料(月額) 

生活保護世帯 

3歳未満児 3歳以上児 第1階層

0 0

町民税非課税世帯 

3歳未満児 3歳以上児 第2階層

5,000 4,000

町民税課税世帯 

3歳未満児 3歳以上児 第3階層

14,000 11,000

所得税64,000円未満 

3歳未満児 3歳以上児 第4階層

24,000 21,000

64,000円以上160,000円未満

3歳未満児 3歳以上児 第5階層

36,000 28,000

160,000円以上408,000円未満

3歳未満児 3歳以上児 第6階層

42,000 32,000

所得税408,000円以上 

3歳未満児 3歳以上児 第7階層

48,000 34,000
 

階層区分 保育料(月額) 

生活保護世帯 

3歳未満児 3歳以上児 第1階層

0 0

町民税非課税世帯 

3歳未満児 3歳以上児 第2階層

4,500 3,000

町民税課税世帯 

3歳未満児 3歳以上児 第3階層

9,750 8,250

所得税64,000円未満 

3歳未満児 3歳以上児 第4階層

15,000 13,500

64,000円以上160,000円未満

3歳未満児 3歳以上児 第5階層

22,250 20,750

160,000円以上408,000円未満

3歳未満児 3歳以上児 第6階層

30,500 29,000

所得税408,000円以上 

3歳未満児 3歳以上児 第7階層

40,000 38,500

 

 

具体的な保育料につい

ては、合川町の例によ

り、合併時に統一を図

る。 

ただし、阿仁町について

は激変緩和措置として

段階的に引き上げ、３年

後に統一した料金とす

る。（第６回協議会で確

認済み） 

 

阿仁町の各年度の保育

料は、別表１及び２によ

る。 

統一した保育料は、４月

１日より適用する。 
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鷹巣阿仁地域合併協議会の具体的調整内容           

協 議 事 項 児童福祉事業について 関係項目 保 育 料 

 

説 明 資 料 

鷹 巣 阿 仁 地 域 ４ 町 の 現 況 

鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町 
調整の具体的内容 

 

 

 

階層区分 保育料(月額) 

町民税非課税世帯 

3歳未満児 3歳児 4歳以上児 第2階層 

0 0 0 

町民税課税世帯（均等割） 

3歳未満児 3歳児 4歳以上児 
第3階層 

  の1 

13,000 10,250 10,250 

町民税課税世帯（所得割） 

3歳未満児 3歳児 4歳以上児 
第3階層 

  の2 

18,500 15,500 15,500 

 

 

 

 

 

 

階層区分 保育料(月額) 

町民税非課税世帯 

3歳未満児 3歳以上児第2階層

0 0

町民税課税世帯 

3歳未満児 3歳以上児第3階層

12,500 10,000

 

 

 

階層区分 保育料(月額) 

町民税非課税世帯 

3歳未満児 3歳以上児 第2階層

0 0

町民税課税世帯 

3歳未満児 3歳以上児 第3階層

13,000 10,000

 

 

 

階層区分 保育料(月額) 

町民税非課税世帯 

3歳未満児 3歳以上児 第2階層

0 0

町民税課税世帯 

3歳未満児 3歳以上児 第3階層

8,750 7,250

 

 

 
母子・父子家庭や在宅障害児(者)のいる家庭等の保育料 
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説 明 資 料 

《調整の具体的内容》 

別表１ 

阿仁町の緩和措置による各年度別の保育料 

新基準保育料(統一料金) 阿仁町の激変緩和措置による年度別保育料 

１７年度以降 １７年度 １８年度 １９年度(統一料金） 区    分 

３歳未満児 ３歳以上児 ３歳未満児 ３歳以上児 ３歳未満児 ３歳以上児 ３歳未満児 ３歳以上児 

第１階層 生 活 保 護 世 帯 0 0 0 0 0 0 0 0

第２階層 町民税非課税世帯 5,000 4,000 4,500 3,000 4,750 3,500 5,000 4,000

第３階層 町民税課税世帯 13,500 11,000 9,750 8,250 11,650 9,650 13,500 11,000

第４階層 所得税64,000円未満 24,000 20,500 15,000 13,500 19,500 17,000 24,000 20,500

第５階層 64,000円以上160,000円未満 36,500 29,000 22,250 20,750 29,350 24,850 36,500 29,000

第６層層 160,000円以上408,000円未満 41,000 32,000 30,500 29,000 37,650 30,500 41,000 32,000

第７階層 所得税408,000円以上 45,000 35,000 40,000 38,500 42,500 36,750 45,000 35,000

 

別表２ 

母子・父子家庭や在宅障害児(者)のいる家庭等の保育料 

新基準保育料(統一料金) 阿仁町の激変緩和措置による年度別保育料 

１７年度以降 １７年度 １８年度 １９年度(統一料金） 区    分 

３歳未満児 ３歳以上児 ３歳未満児 ３歳以上児 ３歳未満児 ３歳以上児 ３歳未満児 ３歳以上児 

第２階層 町民税非課税世帯 0 0 0 0 0 0 0 0

第３階層 町民税課税世帯 12,500 10,000 8,750 7,250 10,650 8,650 12,500 10,000

※ ・ 別表１及び２による阿仁町の保育料で入園できる保護者は、阿仁町に住所を有し、かつ在住しているものを対象とする。 

・ 阿仁町の住民は新市において、市内全域のどこの保育所を利用しても阿仁町の料金であり、他町(鷹巣町・合川町・森吉町)の住民は阿仁町の保育所を利用しても、 

統一した保育料となる。 
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鷹巣阿仁地域合併協議会の具体的調整内容           

協 議 事 項 児童福祉事業について 関係項目 児童福祉事業 

 

説 明 資 料 

            鷹 巣 阿 仁 地 域 ４ 町 の 現 況              
区  分 

鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町 
調整の具体的内容 

◎児童福祉事業 

・すこやか育児手当 

 

 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

合川町健康な子どもを育てる条例

①出産祝い品  

 出生届出者に１万円相当の祝品

②出産祝い金 

 第３子以降に一時金１０万円 

③育児特別手当 

 三つ子以上の出産に月1万円 

 出生月から小学校入学前月まで

 （年３回支給） 

 

 

①森吉町すこやか育児手当 

・第３子以降を出産し養育する

保護者に月１万円 

・出生月から小学校入学前月まで

 （年４回支給） 

 

 

 

 

 

①阿仁町子宝祝金 

・出生児１人につき 

一時金５万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

少子化対策として、合併時に統一

して、次の事業を創設して実施す

る。 

 

①すこやか出産一時金貸付事業 

退院時における一時的な出産費

支援事業として、新生児1人につ

き３０万円を限度として無利子

の貸付制度を創設する。 

貸付期間は、３ヶ月以内とし一括

返済とする。 

 

②就学祝金事業 

ひとり親家庭に対して、小学校・

中学校入学時に、１人につき一時

金として１万円を支給する。 
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鷹巣阿仁地域合併協議会の具体的調整内容           

協 議 事 項 児童福祉事業について 関係項目 児童福祉事業 

 

説 明 資 料 

            鷹 巣 阿 仁 地 域 ４ 町 の 現 況                 
区  分 

鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町 
調整の具体的内容 

◎児童福祉事業 

 

・放課後児童 

健全育成事業 

（学童保育事業） 

 

 

 

 

設置箇所 

①中央小児童クラブ(余裕教室) 

②南小児童クラブ 

(七日市基幹集落センター)

 

運  営  町直営        

傷害保険    ７６０円 

          (強制加入) 

利 用 料    なし 

おやつ代 

①中央小 １,０００円／月 

②南小    ５００円／月 

 

※17年度より新設予定(２クラブ) 

③鷹巣小児童クラブ(鷹巣児童館) 

④東小児童クラブ(大田児童館) 

現在、児童館運営を社会福祉 

協議会へ委託している。 

 

 

設置箇所 

①東地区児童クラブ(旧東保育園)

②西地区児童クラブ(旧西保育園)

③南地区児童クラブ(旧南保育園)

④北地区児童クラブ(旧北保育園)

運  営   町直営      

傷害保険    １,７００円 

             (強制加入)  

協 力 費   １,５００円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置箇所 

①米内沢児童クラブ(余裕教室) 

②前田児童クラブ(余裕教室) 

 

 

運  営 社会福祉協議会に委託

傷害保険  ５００円(強制加入)  

(町で1,200円補助) 

利 用 料 ２,０００円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要望はあるが未実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料金については、森吉町の例

により、合併時に統一を図

る。傷害保険料については、

実費負担とする。 

運営は、市直営で合併時に実

施する。（第６回協議会で確

認済み） 

 

《調整の追加提案》 
・運営について 

ただし、鷹巣町の１７年度か

らの新設クラブの運営につ

いては、社会福祉協議会へ委

託する。 
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報告第２５号 
 
 

学校教育事業の具体的調整について 
 
 
 

学校教育事業の具体的調整について、別紙のとおり報告する。 
 
 

 
平成１６年１２月２１日提出 

 
 

鷹巣阿仁地域合併協議会 
会長 岸部  陞 



調　整　の　内　容

　　　　　　　　※上記（１）から（６）までの具体的な調整内容はつぎのとおりとする。

鷹巣阿仁地域合併協議会の具体的調整内容

　　　　（６）学校給食事業・給食費 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 合併時に統一の方向で調整を図る

　　　　（４）奨学資金事業 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・合併時までに調整し、新市に引き継ぐ

　　　　（５）学校給食事業・運営委員会 ・ ・ ・ ・合併時までに調整を図る

　　　　（２）鷹巣阿仁部教育事務協議会 ・ ・ ・ 合併時に廃止の方向で調整する

　　　　（３）遠距離通学費補助事業 ・ ・ ・ ・ ・ ・合併時までに統一するよう調整する

学校教育関係事務及び事業については、引き続き教育の質の向上や施設の整備に努め、教育環境の充実を図ることを基本に、次
の区分により調整を図る。

≪合併時まで調整するもの≫

　　　　（１）教育委員会 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・合併時までに調整する

協　議　事　項 　　学校教育事業について 関係項目



・委員長 ３８，０００円 ・委員長 １９０，０００円 ・委員長 ２００，０００円 ・委員長 １９０，１００円

・職務代理 ３５，０００円 　 ・職務代理 １５０，０００円 ・職務代理 １６４，９００円 ・委員長 ３８，０００円

・委員 ３３，０００円 ・委員 １５２，０００円 ・委員 １５０，０００円 ・委員 １５８，６００円 ・職務代理 ３５，０００円

・委員 ３３，０００円

５８１，０００円 ５５８，０００円 ４９５，０００円 ４９５，０００円

・教育長 ５８１，０００円

小学生４㎞以上 小学生４㎞以上 小学生４㎞以上 小学生４㎞以上

中学生６㎞以上 中学生６㎞以上 中学生６㎞以上 中学生６㎞以上

受益者負担 無し 受益者負担 無し 受益者負担 千円／月 受益者負担 無し

現金支給 有り 現金支給 有り 現金支給 無し 現金支給 無し

・定期券利用可能な場合は定
期券
・それ以外は公共交通機関の
運賃相当額を現金で支給

・バス通学者は定期券の８割の
１０ヶ月分を現金支給（該当者
なし）
・自転車利用者は現金を支給

・小学校に交付し学校でまとめ
て定期券を購入し児童へ配布
但し、特定地区の１・２年生にだ
け（４㎞ 未満）は定期券支給
・中学生はスクールバスを利用
していない生徒に定期券を支給

・全て定期券

４㎞～６㎞：１万円／年

６㎞～８㎞：２万円／年

補助金額等 補助金額等 補助金額等 補助金額等

・通学距離 ・通学距離 ・通学距離 補助対象の通学距離を、小学
生４㎞以上、中学生６㎞以上と
する。補助制度の実態は多岐
にわたっているので、激変緩和
措置として、新市において段階
的に調整し、３年以内に統一し
た制度を定める。

鷹巣阿仁部教育事務協議会 鷹巣阿仁部教育事務協議会

（３）遠距離通学費補助事業 対象（片道） 対象（片道） 対象（片道） 対象（片道）

・通学距離

・教育長 給料（月額）

（２）鷹巣阿仁部教育事務協議会 鷹巣阿仁部教育事務協議会
は、合併の日の前日をもって解
散する。鷹巣阿仁部教育事務協議会 鷹巣阿仁部教育事務協議会

報酬（月額）

給料（月額） 給料（月額） 給料（月額） 給料（月額）

委員数　５名（教育長含む） 委員数は、法令の定めにより５
名とする。報酬及び給料は、鷹
巣町の例によりつぎのとおり統
一する。報酬（月額） 報酬（年額） 報酬（年額） 報酬（年額）

（１）教育委員 委員数　５名（教育長含む） 委員数　５名（教育長含む） 委員数　５名（教育長含む）

・教育長 ・教育長 ・教育長

説　明　資　料

区　分
鷹　巣　阿　仁　地　域　４　町　の　現　況 調整の

具体的内容鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町

鷹巣阿仁地域合併協議会の具体的調整内容



説　明　資　料

区　分
鷹　巣　阿　仁　地　域　４　町　の　現　況 調整の

具体的内容鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町

鷹巣阿仁地域合併協議会の具体的調整内容

・高等学校　 ６年以内 ・高等学校　 ６年以内 ・高等学校　 ６年以内

・高等専門学校　 ８年以内 ・短期大学　 ４年以内 ・短期大学 ４年以内

・専修学校・短大 ４年以内 ・大学 ８年以内 ・高等専門学校 ８年以内

・大学　 ４年以内 ・高校・短大通算　 ８年以内 ・大学 ８年以内

・高校・大学通算　 １２年以内

・委員数 ７名 ・委員数 ６名 ・委員数 ６名

・報酬 ３，０００円／日 ・報酬 ６，０００円／日 ・報酬 ６，５００円／日

報　酬　　６，５００円／日 報　酬　　なし 報　酬　　３，０００円／日 報　酬　　３，６００円／日 報　酬　　６，５００円（一日）

委員数　　２３名 委員数　　２３名 委員数　　１８名 委員数　　１０名 委員数　　３０名以内

貸付審査会 貸付審査会

（５）学校給食事業・運営委員会 名　称　　学校給食運営委員 名　称　　学校給食運営委員 名　称　　学校給食運営委員 名　称　　学校給食運営委員 名　称　　北秋田市学校給食運営委員

返還方法 返還方法

月賦、半年賦、年賦（無利子） 月賦、半年賦、年賦（無利子） 月賦、半年賦、年賦（無利子）

貸与期間終了後の３月経過後 貸与期間終了後の３月経過後

・大学　　　　３５，０００円／月以内

返還期間 返還期間 返還期間

・短期大学　３５，０００円／月以内 ・高等専門学校　２０，０００円／月以内

・大学　　　　３５，０００円／月以内 ・大学　　　　３５，０００円／月以内 ・短期大学　　３５，０００円／月以内

貸付金額 貸付金額

・高等学校　２０，０００円／月以内 ・高等学校　２０，０００円／月以内 ・高等学校　２０，０００円／月以内

名称　　育英資金貸付基金 次のとおり統一する。（４）奨学資金事業 該当なし 該当なし 名称　　育英資金貸付基金

貸付金額

・専修学校　３５，０００円／月以内

卒業月の６月経過後

返還方法

貸付審査会



説　明　資　料

区　分
鷹　巣　阿　仁　地　域　４　町　の　現　況 調整の

具体的内容鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町

鷹巣阿仁地域合併協議会の具体的調整内容

一食あたりの給食費

◎小学校（児童）

◎中学校（生徒）　

・大半は集金袋で学校へ納入

・口座振替の学校もある ・申し出により口座振替も可能

・口座振替 ・給食集金協力員が集め納入 ・給食集金協力員が集め納入 ・口座振替方式とする。

・全域～３００円（完全給食）

納入方法（学校により違う） 納入方法 納入方法 納入方法 納入方法

・職員（中学校）　３００円／食

・生徒　　　　　　　３００円／食 ・合川地区～２５０円（補食給食）

・職員　　　　　　３００円／食 ・職員（小学校）　２７０円／食 ・職員（小学生）　２５５円／食 ・職員（小学校）　２７０円／食 ・合川地区以外～２７０円（完全給食）

小学校教員及び小学校調理員

・児童　　　　　　２７０円／食 ・児童　　　　　　　２５０円／食 ・児童　　　　　　　２５５円／食 ・児童　　　　　　　２７０円／食

（６）学校給食事業・給食費 小学校教員及び小学校調理員 小学校教員及び小学校調理員

・生徒　　　　　　３００円／食 ・生徒　　　　　　　３００円／食 ・生徒　　　　　　　２９０円／食

・職員（中学校）　３００円／食 ・職員（中学生）　２９０円／食



報告第２６号 
 
 

社会教育事業の具体的調整について 
 
 
 

社会教育事業の具体的調整について、別紙のとおり報告する。 
 
 

 
平成１６年１２月２１日 

 
 

鷹巣阿仁地域合併協議会 
会長 岸部  陞 

 
 
 
 
 



鷹巣阿仁地域合併協議会の具体的調整内容

協　議　事　項 　　社会教育事業について（１）・ ・ ・社会教育事業 関係項目 社会教育事業

調　整　の　内　容

社会教育事業については、次の区分により調整を図る。

≪合併時までに調整するもの≫

（１）図書館事業・ ・ ・ ・ ・鷹巣町の例により、合併時に統一を図る。

説　明　資　料

区　分
鷹　巣　阿　仁　地　域　４　町　の　現　況 調整の

具体的内容鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町
（１）図書館事業

名　称　　　鷹巣町立図書館 名　称　　　合川町公民館図書館 名　称　　　森吉町立森吉図書館 名　称　　　阿仁町公民館図書館 合併時に統一する。

（環境改善センター内） （コミュニティセンター内） （ふるさと文化センター内）

開館時間　９時～１７時 開館時間　８時３０分～２１時 開館時間　９時～１７時 開館時間　８時３０分～２２時 名　称

（冬期間は２０時まで） （７月～９月は１８時まで） 　　・北秋田市立鷹巣図書館

休館日　　 第３日曜日 休館日　　 年末年始 休館日　　 年末年始 休館日　　 年末年始 　　・北秋田市立森吉図書館

　　　　　　　毎週水曜日 （１２月２８日～翌年１月４日） （１２月２８日～翌年１月４日） （１２月２８日～翌年１月３日） 開館時間

　　　　　　　年末年始 　　・９時～１７時

（１２月２８日～翌年１月４日） 休館日

　　・第３日曜日、毎週水曜日

蔵書数　　 約５０，０００冊 蔵書数　　 約１６，４１１冊 蔵書数　　 約３１，０００冊 蔵書数　　 約１５，０００冊 　  年末年始

（１２月２８日～翌年１月４日）

運　営

　　・図書館協議会を設置する

　　・委員の定数～１０人以内

※公民館図書館（合川町、阿仁
町）は公民館事業として新市に
引継ぐ。



鷹巣阿仁地域合併協議会の具体的調整内容

協　議　事　項 　　社会教育事業について（２）・ ・ ・社会体育事業 関係項目 社会体育事業

調　整　の　内　容

体育指導委員及び体育団体については、新市において統合できるよう調整に努め、スポーツ活動の振興を図る。

（１）体育指導委員・ ・ ・ ・ ・合併時に統合する。ただし、定数については現行どおり新市に引継ぐ。

（２）体育団体 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・新市において統合できるよう調整を図る。

説　明　資　料

区　分
鷹　巣　阿　仁　地　域　４　町　の　現　況 調整の

具体的内容鷹巣町 合川町 森吉町 阿仁町
（１）体育指導委員

定　数　　　２０名以内 定　数　　　１５名以内 定　数　　　２０名以内 定　数　　　１０名以内 合併時に統一する。

任　期　　　２年 任　期　　　２年 任　期　　　２年 任　期　　　２年

報　酬　　　２５，０００円／年 報　酬　　　１０，０００円／年 報　酬　　　１２，０００円／年 報　酬　　　３０，０００円／年 ・委員定数～６５名以内

・任　　　期～２年

・報　　　酬～３０，０００円

　　　　（年額）
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